
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会 

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

https://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

塩沢商工会報

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

南魚四商工会女性部合同事業 
 

10 月 16 日（水）に塩沢・大和・六日町・

湯沢町の南魚四商工会女性部合同事業とし

てボウリング大会を開催し、応援含め 36 名

とたくさんの方に参加いただきました。スペ

アやストライクをとると初めて会う方同士

でもハイタッチをして喜んだり、スコアが良

くても悪くても一緒に笑い合い親睦を深め

ることができました。ボウリングの後は六日

町の「割烹さかど」で昼食会と表彰式を行い、

個人賞や団体賞が発表されると歓声が上が

りとても盛り上がりました。 

 
 

 

 

第 2 回 石打まつり 
 

塩沢商工会石打支部と石打地区まちづくり協議会の

共同開催で「第 2 回石打まつり」が行われました。祭り

の中では、六日町ジャズクラブバンドや南魚沼市観光大

使「音楽家」橘光一さんのエレクトーン演奏、そして石

打小学校の生徒による「よさこい」など視覚的にも聴覚

的にも楽しめるコンサートで多くの観客を魅了しまし

た。また、はずれなしの抽選会では名前が呼ばれるたび

に歓声やため息が入りまじり大盛況となりました。 

振る舞いの「ぬか釜」で炊いた南魚沼産コシヒカリの

新米と１５０人分を用意したキノコ汁もアッというま

に空になるといううれしい悲鳴…。また、会場内では「健

康相談」「ヨガ」「スロージョギング」と健康をテーマに

したブースも数多く、老若男女問わず幅広い来場者で、

地元の人々同士の交流を深める貴重な機会を提供して

くれる祭りだと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.35％ （R6．10．1 現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 
※コロナの影響により借入枠の優遇があります。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

11 月 ８日(金) 塩沢建築工業組合 臨時総会 

11 月 11 日(月) 商工会理事会 

11 月 17 日(日) 栃窪小木工教室（建築組合） 

11 月 26 日(火) 南魚沼建築組合 合併契約締結式 

11 月 28 日(木) 塩沢商工会 臨時総会 

12 月 6 日(金) 南魚沼商工会 合併契約締結式 

旅行に行くと、顔はめパネルを見かけます。景勝地のイラ

ストや写真が昔からある中、今では Instagram などでお店

の情報発信を目的にお店独自の顔はめパネルも珍しくあり

ません。いつからあるんだろうとGoogleで確認したところ、

海外で 150 年も前に特許を取得されていました。 

最近は SNS の普及により、ユニークなものや思わず周り

の目を気にしてしまうような顔はめパネルもあり、マニアも

増えているそうです。お店の PR を目的に、世界に一つだけ

の顔はめパネルを作成するのはいかがでしょうか（中俣） 

あ
と
が
き 

＜ 一人でも雇ったら、労働保険に必ずご加入を ＞ 
 

【 労働保険について 】 

労働者（パート・アルバイトなどを含む）を 1 人でも雇っている事業主は労働

保険（労災保険・雇用保険）に加入しなければなりません。 

労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業

主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとよ

り事業主のためにも欠くことのできない制度です。 

また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い

人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。 

【 問合わせ先 】 

まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署または公

共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きをとられるようお願いします。ご不明な点はお気軽にお

問い合わせください。 新潟労働局総務部 労働保険徴収課 （電話：025-288-3502） 

2024 年 11 月以降、交付から満期日までの
期間※1が 60 日を超える約束手形、電子記録

債権、一括決済方式は、行政指導※2の対象とな

り得ます。ご注意ください。 
 

※1 一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から
代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支
払う期日までの期間」 

※2 行政指導の対象は、下請法適用対象の取引 

小千谷法人会塩沢地区会 親睦ゴルフ大会 
 

１０月９日（水）十日町カントリークラブにて、

5年ぶりに法人会塩沢地区会の親睦ゴルフ大会が

開催されました！ 

当日は 16 名の方に参加いただき、霧で見えに

くい状況でしたが、日ごろ磨いた技術を用いて白

熱した熱戦が繰り広げられました。 

その後懇親会・表彰式が開かれ互いの健闘を称

え合うなど順位関係なく親睦を深めることがで

きました。ご参加いただいた皆様、ありがとうご

ざいました！ 


